
[訪問介護基本料]
平成２2年7月１日現在

区　　分 費　　用　　項　　目 利用者負担（１割）

３０分未満 ２５４円／回

３０分以上～１時間未満 ４０２円／回

１時間以上～１時間３０分未満 ５８４円／回

３０分増すごとに（延長の場合） 　８３円／回

３０分以上～１時間未満 ２２９円／回

１時間以上～１時間３０分未満 ２９１円／回

１００円／回

[別途加算料金]

掛　率及び利用者負担

×２００%

×１２５%

１００円／回

２００円／初回利用月のみ

片道おおむね30㎞未満　　無　　　　　料

片道おおむね30㎞以上　1㎞につき　30円

×５％

１，０００円／回

[介護予防　訪問介護基本料]

利用者負担（１割）

要支援１

要支援２

[別途加算料金]

掛　率及び利用者負担

２００円／初回利用月のみ

×５％

　　　初回加算

　　　サービス利用の取り下げ料（キャンセル料）

区　　分

介護予防訪問介護費（Ⅰ）

介護予防訪問介護費（Ⅱ）

週１回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方

要支援２

～

　　　２人の訪問介護員等がサービスを提供した場合

　　　夜間・早朝にサービスを利用した場合

　　　新居浜市区域以外の交通費

　　　　　（通常の事業の実施区域を越えた時点から）

　　　緊急時訪問介護加算

　　　初回加算

要介護１

～

要介護５

費　用　項　目

　身体介護

　通院等乗降介助

　生活援助

　　　中山間地域にサービスを提供する場合（大島、別子山）

　　　中山間地域にサービスを提供する場合（大島、別子山）

週２回を超える程度の介護予防訪問介護が必要とされた方

１，２３４円／月額

２，４６８円／月額

４，０１０円／月額
介護予防訪問介護費（Ⅲ）

週２回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方

費　用　項　目


	ヘルパー (H22.7～)

